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   ホームページよりご登録ください   ◆ 震災と労災 ◆ 
  

 東日本大震災で勤務中や通勤途中に死亡し

た人が労災認定された、というニュースが伝

えられました。 

「業務中や通勤途中で災害にあえば当然」の

ようにも、「たまたま休みで家にいて勤務中

でなければ労災認定されないのか」とおかし

なようにも思えます。 

 大地震から労災認定を考えます。 
 

■ 重要ポイント 
 

 業務中や通勤途中のケガや死亡であって

も、無条件に労災認定されるわけではありま

せん。 
 

■ 法律には定義のない業務災害 
 

 労災保険法や労働基準法に業務災害の定義

を見つけることはできません。 

 厚生労働省がどのような基準で労災認定す

るのかの基準は、通達で示されています。 
 

■ 地震と業務上外の考え方 

 

 「労災保険における業務災害とは、労働者

が事業主の支配下にあることに伴う危険が現

実化したものと経験則上認められる場合をい

い、いわゆる天災地変による災害の場合には

たとえ業務遂行中に発生したものであって

も、一般的には業務起因性は認められない

が、当該被災労働者の業務の性質や内容、作

業環境あるいは事業場設備の状況からみて、

かかる天災地変に際して災害を被りやすい事

情にある場合には、天災地変による災害の危 

険は同時に業務に伴う危険としての性質を帯

びているといえるため、これら業務に伴う危

険が天災地変を契機に現実化したものと認め

られる場合に限り、業務起因性を認めること
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ができる」（「伊豆半島沖地震に際して発生

した災害の業務上外について」昭和49年10月
25日付基収第2950号） 
 

■ 阪神大震災と通達 

 

 わかりにくい通達ですが、病気やケガ、死

亡などの原因が業務によってひきおこされた

と考えられるかどうかで、業務上外を決める

ということです。 

 仕事中に具合が悪くなって倒れたとして

も、朝から高熱があったのであれば、この病

気の原因は業務ではありません。 

 プレス作業中に指をケガしたのであれば、

プレス作業という危険な環境下での事故なの

で、業務が原因とされ、労災保険の給付を受

けられるのです。 

 平成7年の1月17日に発生した阪神淡路大震
災のときの通達「兵庫県南部地震における業

務上外の考え方について」（平成7年1月30
日）では、地震による災害について、 

「従来からの基本的な考え方に基づいて業務

上外の判断を行うもの」としながらも 

「個々の労災保険給付請求事案についての業

務上外の判断に当たっては、天災地変による

災害については

業務起因性等が

ないとの予断を

もって処理する

ことのないよう

特に注意するこ

と」 

 として、柔軟

な対応がとられ

たようです。 
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■ 地震による業務災害事例 

 

事例１ 作業現場でブロック塀が倒れたため

の災害 

 ブロック塀に補強のための鉄筋が入ってお

らず、構造上の脆弱性が認められたので、業

務災害と認められる。 

 

事例２ 作業場が倒壊したための災害 

 作業場において、建物が倒壊したことによ 

り被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱

性が認められたので、業務災害と認められ

る。 

 

事例３ 事務所が土砂崩壊により埋没したた

めの災害 

 事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその 

表土は風化によってもろくなっていた等不安

定な状況にあり、常に崩壊の危険を有してい

たことから、このような状況下にあった事務

所には、土砂崩壊による埋没という危険性が

認められたので、業務災害と認められる。 
  

 以上は、前掲の平成7年通達の災害事例です 

が、単に仕事中だった（事業主の支配下に

あった）だけではなく、作業に伴って危険な

状態が潜んでいて、地震によってその危険が

現実のものとなった場合を業務上とするとし

ています。 
 

■ 今回の震災と業務上外 

 

 「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給

付の請求に係る事務処理について」（平成23

年3月11日基労補発0311第9号）では 

 「今回の地震による業務上外の考え方につ

いては、平成7年1月30日付『兵庫県南部地震

における業務上外等の考え方について』に基

づき、業務上外及び通勤上外の判断を行って

差し支えない。したがって、個々の労災保険

給付請求事案についての業務上外等の判断に

当たっては、天災地変による災害については

業務起因性等がないとの予断をもって処理す

ることのないよう特に留意すること。」とし

ています。 
 

■ Ｑ＆Ａ  によると 

 

 このたびの震災後、厚生労働省から 

「東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等

に 関 す る Ｑ ＆ Ａ（第 1 版、第 2 版、第 3

版）」、「計画停電が実施される場合の労働

基準法第26条の取り扱いについて」、また、

「解雇、雇い止め等に対する対応について」 

など次々と通達が出されました。 

 

 労災の取り扱いについては、「東北地方太

平洋沖地震と労災保険Ｑ＆Ａ」が出ました。 

 それには次のような記載があります。 

 

（Ｑ）仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガ 

をしたのですが、労災保険が適用されます

か？ 

（Ａ）仕事中に地震や津波に遭い、ケガをさ

れた（死亡された）場合には、通常、業務災

害として労災保険給付を受けることができま

す。 

 これは、地震によって建物が倒壊したり、

津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕

事をしていたと認められるからです。 

 「通常」としていますのは、仕事以外の私

的な行為をしていた場合を除くためです。 

 

 単に仕事の時間中の災害だったから労災保

険が適用されるのではなく、危険な環境下で

の仕事だったと推定されての労災給付として

いることに注意する必要があると思います。 
  
■ 震災と死亡の推定 

 

 家族が勤務中に津波に遭い、行方不明の状

態が続く場合、いつ労災保険の請求ができる

のでしょうか。 

 通常、行方不明者に関する労災保険の請求

は、行方不明となったときから1年経過時と

されています。（民法30条2項の失踪宣告） 
 

 今回の震災では特例法が施行され、地震発

生日の3月11日から3カ月経過時に申請できる

こととなりました。 

 地震発生日から3カ月間行方不明の場合又

はその者の死亡が地震発生日から3カ月以内

に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわ

からない場合、地震の日にその者は死亡した

ものと推定され、労災保険の給付が行われま

す。 
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 シリーズ  年   金   
 

 

 ～ 学生の国民年金保険料｢猶予｣ ～ 
 

Ｑ 大学生の息子がまもなく20歳になります。 

学生は国民年金の保険料を納めなくてもよい

と聞きましたが、手続きはどうすればいいの

でしょう。 

Ａ ｢国民年金保険料学生納付特例申請書｣に、

在学証明書又は学生証を添付して住民票のあ

る市区町村役場に提出します。この手続き

は、毎年行わなければなりません。 

 猶予してもらった保険料は、社会人になっ

てから追納ができます。10年前の猶予期間ま

で追納できます。 

  

                   雇用保険の遡及適用期間の改善 と 特例納付保険料                                  
  雇用保険の加入手続きをしなければならないのに事業主が手続きをしていなかったとき、遡って

被保険者になれるのは２年前まででしたが、平成22年10月からその期間が改善されています。 

  給与明細等の書類により雇用保険の保険料を給与から天引きされていたことが判明した者につい

ては、2年を超えて、その天引きされていたことが判明した日のうち、最も古い日まで遡って雇用保

険の適用が可能となっています。 

  それに伴い、労働保険料も、遡及対象の期間について、保険料を納める｢特例納付

保険料｣が創設されています。2年を超えて雇用保険の適用となる労働者を雇用して

いた事業主について、事業所全体として保険料を納付していないことが確認された

場合には、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を

｢特例納付保険料｣として厚生労働大臣が勧奨することとしています。本来納付すべ

き特例納付保険料に加えて、その100分の10の金額の支払が求められます。                               

 

 人事労務の素朴な疑問 

 
     

 病気療養で退職のときの 

      失業給付は？ 
      

 退職後 失業給付を受けられるのは、｢い

つでも就職できる能力（環境、健康状態）｣

にあるときです。 

 退職後も引き続き療養が必要なら、離職票

と就業できない旨の医師の診断書を住所地の

ハローワークに提出し、受給期間の延長申請

をするとよいでしょう。 

 郵送又は代理人による申請もできます。 

         
                  

                  ◆ 「労働関係・社会保険の知識って大事ですね」 ◆  業務外？日誌   7月□日  
                                        
  『へーそうなんだ。知らなかった・・・！』  

  久しぶりに会った友達の家で、彼女の娘さんと初めて会い、話をしたときに繰り返された彼女の言葉。  

聞くと、大学卒業後就職した会社で、ハードな業務のため体調を崩し、休職。その後退職して、自宅療養

中ということだった。幸い体調はほとんど元に戻っているということだった。 

  希望にあふれて就職したときには予想もしなかった職場経験、体調不良と退職。 

  会社の退職規程や休職規程は入社のときに説明はあったかもしれないけれど、ピンとこなかったとい

う。（当然といえば当然）会社を休むことになって、傷病手当金という制度を始めて知ったという。 

  ちょうど離職票が送られてきたところだったので、雇用保険の受給期間の延長、離職理由による失業

給付の違いや受けられる教育訓練のことなど、話をした。病気が労災と認められるケースもあることも。 

友達も多く、明朗快活な若い彼女なので、きっとつらい体験を乗り越えて成長していけるだろうけれ

ど、労働関係や社会保障についてあまりに知らなかったという彼女の言葉が心に残っている。 

     


